
令和８年度指定難病医療受給者証更新業務委託に係る審査委員会設置要領 
 
（設置） 
第１条  令和８年度指定難病受給者証更新業務委託に係る企画提案競技における提案内容

の審査、選定等を行うため、令和８年度指定難病受給者証更新業務委託に係る審査委員
会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 
（委員会の業務） 
第２条  委員会は、次に掲げる業務を行う。 
（１）提出された企画提案書について、別に定める審査基準に基づいた内容の審査及び最 
  も優れた企画を提案した者の選定 
（２）その他委員会の目的を達成するための必要な事項 
 
（委員会の決定等） 
第３条 前条の委員会の業務に係る決定等は、委員長及び委員の合議による。 
 
（組織） 
第４条 委員会は、別表第１に掲げる委員長及び委員をもって構成する。 
２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
 
（会議） 
第５条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。 
２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
  ただし、やむを得ない理由により会議の開催ができない場合は、関係書類の持ち回り

により会議の開催に代えることができる。 
３ 委員が出席できなくなった場合は、健康増進課員から役職の近い者を当てることとす

る。 
 
（委員の責務） 
第６条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。 
２ 委員は、審査等の過程において知り得た情報を公表してはならない。 
 
（委員会の庶務） 
第７条 委員会の庶務は、健康増進課がん・疾病対策担当において行う。 
 
（雑則） 
第８条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 
 

附 則 
 この要領は、令和８年３月２日から施行し、委員会の目的を達したときは、効力を失う。 

 

 

別表第１（第４条関係） 

委員長  健康増進課 課 長    德山 美和 

委 員 

 健康増進課 課長補佐（総括）   鶴田 隆志 

 健康増進課 課長補佐（技術担当） 井手 香 

健康増進課 主 幹    中村 浩之 

健康増進課 主 任 主 事    内田 真理菜 

   


